
地域共生社会の実現に向けて

現状 ○ ⾼齢化や⼈⼝減少が進み、地域・家庭・職場といった、⼈々の⽣活領域における⽀え合いの基盤も弱まっている。
○ 加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれている。

目指す
べき社会

・ ⽣活における⼈と⼈とのつながりを再構築し、誰もが役割と⽣きがいを持ち、互いに⽀えたり、⽀えられたりする関係が循環する地域社会
・ 社会・経済活動の基盤として、⼈と資源が循環し、地域での⽣活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待
できる地域社会
の２つの視点からなる、「地域共⽣社会」の実現を目指す。
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厚生労働省有識者会議説明資料（令和7年3月4日）から抜粋
資料　４

地域共生社会の実現に向けた取組
（包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業）

地域共生社会の実現（第4条第1項）

地域福祉の推進
（第4条第2項）

地域生活課題の把握、連携
による解決に向けた取り組み

（第4条第3項）

包括的な支援体制の整備
（第106条の3）

重層的支援体制整備事業
（第106条の４）
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包括的な支援体制の整備の手法
の一つとして、市町村において
相談支援、参加支援、地域づく
りを一体的に実施する事業
（任意事業︓全国346箇所）

市町村に地域の特性を踏まえた、
包括的な支援体制（※）の整備に
努めることを義務づけ
（※）地域で支え合う関係性の構築や支援
関係機関同⼠が有機的な連携を⾏うことが
できる環境整備等

地域福祉の推進は、地域住⺠が相
互に人格と個性を尊重し合いなが
ら、参加し、共生する地域社会の
実現を⽬指して⾏われなければな
らない。
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包括的な支援体制の整備に関する規定①（社会福祉法抜粋）

（地域福祉の推進）
第四条 地域福祉の推進は、地域住⺠が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を
⽬指して⾏われなければならない。

２ 地域住⺠、社会福祉を⽬的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を⾏う者（以下「地域住⺠等」と
いう。）は、相互に協⼒し、福祉サービスを必要とする地域住⺠が地域社会を構成する一員として⽇常生活を営み、
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければ
ならない。

３ 地域住⺠等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住⺠及びその世帯が抱える福祉、
介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防⼜は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若し
くは悪化の防⽌をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住⺠
の地域社会からの孤⽴その他の福祉サービスを必要とする地域住⺠が⽇常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資す
る支援を⾏う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するもの
とする。

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）
第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を⽬的とする事業を経営する者と協⼒して、社会福祉を⽬的とする事業の
広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な
利⽤の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推
進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、
住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第百六条の四第⼆項に規定する重層的支援体
制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に⾏われるよ
う、必要な助⾔、情報の提供その他の援助を⾏わなければならない。
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包括的な支援体制の整備に関する規定②（社会福祉法抜粋）

（包括的な支援体制の整備）
第百六条の三 市町村は、次条第⼆項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲
げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住⺠等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のため
の相互の協⼒が円滑に⾏われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努める
ものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住⺠の参加を促す活動を⾏う者に対する支援、地域住⺠等が相互に交流を図る
ことができる拠点の整備、地域住⺠等に対する研修の実施その他の地域住⺠等が地域福祉を推進するために必要
な環境の整備に関する施策

⼆ 地域住⺠等が⾃ら他の地域住⺠が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助⾔を⾏い、
必要に応じて、支援関係機関に対し、協⼒を求めることができる体制の整備に関する施策

三 生活困窮者⾃⽴支援法第三条第⼆項に規定する生活困窮者⾃⽴相談支援事業を⾏う者その他の支援関係機関が、
地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に⾏う体
制の整備に関する施策

２ 厚生労働大臣は、次条第⼆項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

（重層的支援体制整備事業）
第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる
施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を⾏うことができる。

（略）
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社会福祉法 

平成 15 年 

 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動

を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する

一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機

会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地方自治法第二条第四項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関

する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」と

いう。）を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的

とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

一 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

二 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

三 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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社会福祉法 

平成 30 年施行（平成 29年改正） 

 

（地域福祉の推進） 

第四条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動

を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とす

る地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなけれ

ばならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民

及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となるこ

との予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健

医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域

社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆ

る分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」と

いう。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係

機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通

して取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する

事項 
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